
令和３年８月

狛江市議会第３回定例会提出議案

東京都狛江市



提 出 議 案

㌻

１ 報告第４号 令和３年度狛江市一般会計補正予算（第５号）の専決処分の承認を求めることについて -3-

２ 議案第30号 令和３年度狛江市一般会計補正予算（第６号） -4-

３ 議案第31号 令和３年度狛江市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） -5-

４ 議案第32号 令和３年度狛江市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） -6-

５ 議案第33号 令和３年度狛江市介護保険特別会計補正予算（第１号） -7-

６ 議案第34号 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例 -8-

７ 議案第35号 狛江市税条例の一部を改正する条例 -14-

８ 議案第36号 狛江市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 -20-

９ 議案第37号 狛江市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 -26-
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10 議案第38号 狛江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 -28-

11 議案第39号 道路の認定について -44-

12 認定第１号 令和２年度狛江市一般会計決算の認定について -45-

13 認定第２号 令和２年度狛江市国民健康保険特別会計決算の認定について -46-

14 認定第３号 令和２年度狛江市後期高齢者医療特別会計決算の認定について -47-

15 認定第４号 令和２年度狛江市介護保険特別会計決算の認定について -48-

16 認定第５号 令和２年度狛江市駐車場事業特別会計決算の認定について -49-

17 認定第６号 令和２年度狛江市下水道事業会計決算の認定について -50-
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報告第 ４ 号

令和３年度狛江市一般会計補正予算（第５号）の専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により，令和３年６月22日に次のとおり専決処分したので，同条第３項の規

定により，これを報告し，承認を求める。

令和３年８月27日

報告者 狛江市長 松原 俊雄

専 決 処 分 書

特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めたので，地方自治法第179条第１項の規定により，

令和３年度狛江市一般会計補正予算（第５号）を別紙のとおり専決処分する。

令和３年６月22日
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議案第 30 号

令和３年度狛江市一般会計補正予算（第６号）

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和３年８月27日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

一般会計予算を補正する必要が生じたため。
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議案第 31 号

令和３年度狛江市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和３年８月27日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

国民健康保険特別会計予算を補正する必要が生じたため。
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議案第 32 号

令和３年度狛江市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和３年８月27日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

後期高齢者医療特別会計予算を補正する必要が生じたため。
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議案第 33 号

令和３年度狛江市介護保険特別会計補正予算（第１号）

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和３年８月27日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

介護保険特別会計予算を補正する必要が生じたため。
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議案第 34 号

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

上記の議案を提出する。

令和３年８月27日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

（狛江市個人情報保護条例の一部改正）

第１条 狛江市個人情報保護条例（平成13年条例第１号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義） （定義）

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当

該各号に定めるところによる。

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当

該各号に定めるところによる。

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略）

(４) 事業者 法人（国，地方公共団体，個人情報の保護に関

する法律（平成15年法律第57号）第２条第９項に規定する独

立行政法人等及び同条第10項に規定する地方独立行政法人を

除く。）その他の団体（以下「法人等」という。）及び事業

を営む個人をいう。

(４) 事業者 法人（国，独立行政法人等（独立行政法人等の

保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第59

号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同

じ。），地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。）その

他の団体（以下「法人等」という。）及び事業を営む個人を

いう。

(５)～(９) （略） (５)～(９) （略）

（他法令等との調整） （他法令等との調整）
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改 正 後 改 正 前

第56条 （略） 第56条 （略）

２ この条例は，次に掲げる保有個人情報については，適用しな

い。

２ この条例は，次に掲げる保有個人情報については，適用しな

い。

(１) 統計法（平成19年法律第53号）第２条第６項に規定する

基幹統計調査及び同条第７項に規定する一般統計調査に係る

調査票情報（同条第11項に規定する調査票情報をいう。次号

において同じ。）に含まれる保有個人情報その他の同法第52

条に規定する保有個人情報

(１) 統計法（平成19年法律第53号）第２条第６項に規定する

基幹統計調査及び同条第７項に規定する一般統計調査に係る

調査票情報（同条第11項に規定する調査票情報をいう。次号

において同じ。）に含まれる保有個人情報その他の同法第52

条第１項に規定する保有個人情報

(２)・(３) （略） (２)・(３) （略）

３ （略） ３ （略）

（狛江市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部改正）

第２条 狛江市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例（平成27年条例第19号）の一部を次のよう

に改正する。

改 正 後 改 正 前

（利用範囲） （利用範囲）

第６条 （略） 第６条 （略）

２～６ （略） ２～６ （略）

７ 前各項に定めるもののほか，実施機関は，当該実施機関が番

号利用法第19条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供

を受けた者に該当する場合においては，その提供を受けた目的

を達成するために必要な限度で個人番号を利用することができ

る。

７ 前各項に定めるもののほか，実施機関は，当該実施機関が番

号利用法第19条第12号から第15号までのいずれかに該当して特

定個人情報の提供を受けた者に該当する場合においては，その

提供を受けた目的を達成するために必要な限度で個人番号を利

用することができる。

８ （略） ８ （略）

（特定個人情報の提供） （特定個人情報の提供）

第19条 実施機関は，情報提供者又は条例事務関係情報提供者第19条 実施機関は，情報提供者又は条例事務関係情報提供者
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改 正 後 改 正 前

（以下「情報提供者等」という。）として，番号利用法第19条

第８号又は第９号の規定により特定個人情報の提供を求められ

た場合において，当該提供の求めについて番号利用法第21条第

２項又は同項を準用する番号利用法第26条の規定による内閣総

理大臣からの通知を受けたときは，規則で定めるところによ

り，情報照会者又は条例事務関係情報照会者（以下「情報照会

者等」という。）に対し，当該特定個人情報を提供しなければ

ならない。

（以下「情報提供者等」という。）として，番号利用法第19条

第７号又は第８号の規定により特定個人情報の提供を求められ

た場合において，当該提供の求めについて番号利用法第21条第

２項又は同項を準用する番号利用法第26条の規定による総務大

臣からの通知を受けたときは，規則で定めるところにより，情

報照会者又は条例事務関係情報照会者（以下「情報照会者等」

という。）に対し，当該特定個人情報を提供しなければならな

い。

２ （略） ２ （略）

（情報提供等の記録） （情報提供等の記録）

第20条 実施機関は，情報照会者等又は情報提供者等として，番

号利用法第19条第８号又は第９号の規定により特定個人情報の

提供の求め又は提供があったときは，次に掲げる事項を情報提

供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計

算機に記録し，当該記録を規則で定める期間保存しなければな

らない。

第20条 実施機関は，情報照会者等又は情報提供者等として，番

号利用法第19条第７号又は第８号の規定により特定個人情報の

提供の求め又は提供があったときは，次に掲げる事項を情報提

供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計

算機に記録し，当該記録を規則で定める期間保存しなければな

らない。

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略）

２ 前項に規定する事項のほか，実施機関は，情報照会者等又は

情報提供者等として，当該特定個人情報の提供の求め又は提供

の事実が次の各号のいずれかに該当する場合には，その旨を情

報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電

子計算機に記録し，当該記録を規則で定める期間保存しなけれ

ばならない。

２ 前項に規定する事項のほか，実施機関は，情報照会者等又は

情報提供者等として，当該特定個人情報の提供の求め又は提供

の事実が次の各号のいずれかに該当する場合には，その旨を情

報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電

子計算機に記録し，当該記録を規則で定める期間保存しなけれ

ばならない。

(１) 個人情報の保護に関する法律第78条に規定する不開示情

報に該当すると認めるとき。

(１) 番号利用法第31条第１項の規定により読み替えて適用す

る行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15

年法律第58号）第14条に規定する不開示情報に該当すると認
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改 正 後 改 正 前

めるとき。

(２) （略） (２) （略）

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿

(３) 番号利用法第31条第３項の規定により読み替えて適用す

る独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律

（平成15年法律第59号）第14条に規定する不開示情報に該当

すると認めるとき。

（秘密の管理） （秘密の管理）

第21条 実施機関は，情報照会者等又は情報提供者等として，情

報提供等事務（番号利用法第19条第８号又は第９号の規定によ

る特定個人情報の提供の求め又は提供に関する事務をいう。以

下この条及び次条において同じ。）に関する秘密について，そ

の漏えいの防止その他の適切な管理のために，情報提供ネット

ワークシステム並びに情報照会者等及び情報提供者等が情報提

供等事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保する

ことその他の必要な措置を講じなければならない。

第21条 実施機関は，情報照会者等又は情報提供者等として，情

報提供等事務（番号利用法第19条第７号又は第８号の規定によ

る特定個人情報の提供の求め又は提供に関する事務をいう。以

下この条及び次条において同じ。）に関する秘密について，そ

の漏えいの防止その他の適切な管理のために，情報提供ネット

ワークシステム並びに情報照会者等及び情報提供者等が情報提

供等事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保する

ことその他の必要な措置を講じなければならない。

（保有特定個人情報の提供先への通知） （保有特定個人情報の提供先への通知）

第36条 （略） 第36条 （略）

２ 実施機関は，訂正決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施

をした場合において，必要があると認めるときは，内閣総理大

臣及び番号利用法第19条第８号又は第９号に規定する情報照会

者等又は情報提供者等（当該訂正に係る情報提供等記録に記録

された者であって，実施機関以外のものに限る。）に対し，遅

滞なく，その旨を書面により通知するものとする。

２ 実施機関は，訂正決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施

をした場合において，必要があると認めるときは，総務大臣及

び番号利用法第19条第７号又は第８号に規定する情報照会者等

又は情報提供者等（当該訂正に係る情報提供等記録に記録され

た者であって，実施機関以外のものに限る。）に対し，遅滞な

く，その旨を書面により通知するものとする。

（特定個人情報ファイルの作成の制限） （特定個人情報ファイルの作成の制限）
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（狛江市手数料条例の一部改正）

第３条 狛江市手数料条例（平成10年条例第34号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

第52条 実施機関は個人番号利用事務等実施者として，当該実施

機関の職員はその他個人番号利用事務等に従事する者として，

番号利用法第19条各号のいずれかに該当して特定個人情報を提

供し，又はその提供を受けることができる場合を除き，個人番

号利用事務等を処理するために必要な範囲を超えて特定個人情

報ファイルを作成してはならない。

第52条 実施機関は個人番号利用事務等実施者として，当該実施

機関の職員はその他個人番号利用事務等に従事する者として，

番号利用法第19条第12号から第15号までのいずれかに該当して

特定個人情報を提供し，又はその提供を受けることができる場

合を除き，個人番号利用事務等を処理するために必要な範囲を

超えて特定個人情報ファイルを作成してはならない。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条・第４条関係） 別表（第２条・第４条関係）

事項 単位 金額

（円）

備考

（略）

35 工場変更認可 １件 7,600

事項 単位 金額

（円）

備考

（略）

35 工場変更認可 １件 7,600

36 行政手続における

特定の個人を識別す

るための番号の利用

等に関する法律の規

定による通知カード

及び個人番号カード

並びに情報提供ネッ

トワークシステムに

よる特定個人情報の

１枚 800

-12-



付 則

この条例は，令和３年９月１日から施行する。ただし，次に掲げる規定は，デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関

する法律（令和３年法律第37号）附則第１条第４号に規定する日から施行する。

（１） 狛江市個人情報保護条例の改正規定

（２） 狛江市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例第20条第２項の改正規定

提案理由

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴い，所要の改正を行うため。

改 正 後 改 正 前

36 その他の証明 １通 300

提供等に関する省令

（平成26年総務省令

第85号）第28条及び

第29条に規定する個

人番号カードの再交

付（追記欄の余白が

なくなった場合，個

人番号若しくは住民

票コード変更により

返納した場合又は国

外転出により返納し

た場合の再交付を除

く。）

37 その他の証明 １通 300
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議案第 35 号

狛江市税条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和３年８月27日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市税条例の一部を改正する条例

狛江市税条例（平成３年条例第５号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（個人の市民税の非課税の範囲） （個人の市民税の非課税の範囲）

第24条 （略） 第24条 （略）

２ 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきものの

うち，前年の合計所得金額が35万円にその者の同一生計配偶者

及び扶養親族（年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限

る。以下この項において同じ。）の数に１を加えた数を乗じて

得た金額に10万円を加算した金額（その者が同一生計配偶者又

は扶養親族を有する場合には，当該金額に21万円を加算した金

額）以下である者に対しては，均等割を課さない。

２ 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきものの

うち，前年の合計所得金額が35万円にその者の同一生計配偶者

及び扶養親族の数に１を加えた数を乗じて得た金額に10万円を

加算した金額（その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する

場合には，当該金額に21万円を加算した金額）以下である者に

対しては，均等割を課さない。

（個人均等割の税率の軽減） （個人均等割の税率の軽減）

第32条 次の各号に掲げる者のいずれかに該当する納税義務者に

対して課する均等割の額は，前条第１項の額からそれぞれ当該

各号に掲げる額を減額したものとする。ただし，第２号に掲げ

第32条 次の各号に掲げる者のいずれかに該当する納税義務者に

対して課する均等割の額は，前条第１項の額からそれぞれ当該

各号に掲げる額を減額したものとする。ただし，第２号に掲げ
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改 正 後 改 正 前

る者に該当する納税義務者にあっては，同号の規定により計算

した減額すべき額が600円を超える場合には，600円とする。

る者に該当する納税義務者にあっては，同号の規定により計算

した減額すべき額が600円を超える場合には，600円とする。

(１) 均等割を納付する義務がある同一生計配偶者又は扶養親

族（年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。）

600円

(１) 均等割を納付する義務がある同一生計配偶者又は扶養親

族 600円

(２) （略） (２) （略）

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除）

第34条の７ 所得割の納税義務者が，前年中に法第314条の７第

１項第１号及び第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若

しくは金銭を支出した場合には，同項に規定するところにより

控除すべき額（当該納税義務者が前年中に同条第２項に規定す

る特例控除対象寄附金を支出した場合にあっては，当該控除す

べき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において

「控除額」という。）をその者の第34条の３及び前条の規定を

適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合

において，当該控除額が当該所得割の額を超えるときは，当該

控除額は，当該所得割の額に相当する金額とする。

第34条の７ 所得割の納税義務者が，前年中に法第314条の７第

１項第１号及び第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若

しくは金銭を支出した場合には，同項に規定するところにより

控除すべき額（当該納税義務者が前年中に同条第２項に規定す

る特例控除対象寄附金を支出した場合にあっては，当該控除す

べき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において

「控除額」という。）をその者の第34条の３及び前条の規定を

適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合

において，当該控除額が当該所得割の額を超えるときは，当該

控除額は，当該所得割の額に相当する金額とする。

(１) （略） (１) （略）

(２) 所得税法施行令（昭和40年政令第96号）第217条第１号

に規定する独立行政法人に対する寄附金（出資に関する業務

に充てられることが明らかなものを除き，当該法人の主たる

目的である業務に関連するものに限る。）

(２) 所得税法施行令（昭和40年政令第96号）第217条第１号

に規定する独立行政法人に対する寄附金（当該法人の主たる

目的である業務に関連するものに限る。）

(３) 所得税法施行令第217条第１号の２に規定する地方独立

行政法人に対する寄附金（出資に関する業務に充てられるこ

とが明らかなものを除き，当該法人の主たる目的である業務

に関連するものに限る。）

(３) 所得税法施行令第217条第１号の２に規定する地方独立

行政法人に対する寄附金（当該法人の主たる目的である業務

に関連するものに限る。）

-15-



改 正 後 改 正 前

(４) 所得税法施行令第217条第２号に規定する法人に対する

寄附金（法第314条の７第１項第２号に掲げるもの及び出資

に関する業務に充てられることが明らかなものを除き，当該

法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。）

(４) 所得税法施行令第217条第２号に規定する法人に対する

寄附金（法第314条の７第１項第２号に掲げるものを除く。

当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。）

(５) 所得税法施行令第217条第３号に規定する公益社団法人

及び公益財団法人（所得税法施行令の一部を改正する政令

（平成20年政令第155号）附則第13条第２項の規定によりな

おその効力を有するものとされる改正前の所得税法施行令第

217条第１項第２号及び第３号に規定する民法法人を含

む。）に対する寄附金（出資に関する業務に充てられること

が明らかなものを除き，当該法人の主たる目的である業務に

関連するものに限る。）

(５) 所得税法施行令第217条第３号に規定する公益社団法人

及び公益財団法人（所得税法施行令の一部を改正する政令

（平成20年政令第155号）附則第13条第２項の規定によりな

おその効力を有するものとされる改正前の所得税法施行令第

217条第１項第２号及び第３号に規定する民法法人を含

む。）に対する寄附金（当該法人の主たる目的である業務に

関連するものに限る。）

(６) 所得税法施行令第217条第４号に規定する学校法人に対

する寄附金（出資に関する業務に充てられることが明らかな

ものを除き，当該法人の主たる目的である業務に関連するも

のに限る。）

(６) 所得税法施行令第217条第４号に規定する学校法人に対

する寄附金（当該法人の主たる目的である業務に関連するも

のに限る。）

(７) 所得税法施行令第217条第５号に規定する社会福祉法人

に対する寄附金（法第314条の７第１項第２号に掲げるもの

及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除

き，当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限

る。）

(７) 所得税法施行令第217条第５号に規定する社会福祉法人

に対する寄附金（法第314条の７第１項第２号に掲げるもの

を除く。当該法人の主たる目的である業務に関連するものに

限る。）

(８) 所得税法施行令第217条第６号に規定する更生保護法人

に対する寄附金（出資に関する業務に充てられることが明ら

かなものを除き，当該法人の主たる目的である業務に関連す

るものに限る。）

(８) 所得税法施行令第217条第６号に規定する更生保護法人

に対する寄附金（当該法人の主たる目的である業務に関連す

るものに限る。）

(９) （略） (９) （略）

(10) 租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第41条の18の２ (10) 租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第41条の18の２
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改 正 後 改 正 前

第２項に規定する特定非営利活動に関する寄附金（その寄附

をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの及び出資に関

する業務に充てられることが明らかなものを除く。）

第２項に規定する特定非営利活動に関する寄附金（その寄附

をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。）

２ （略） ２ （略）

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書） （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書）

第36条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の規定により同項

に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地

において同項に規定する公的年金等（所得税法第203条の７の

規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年

金等」という。）の支払を受ける者であって，扶養親族（年齢

16歳未満の者に限る。）を有する者（以下この条において「公

的年金等受給者」という。）で市内に住所を有するものは，当

該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の６第１項

に規定する公的年金等の支払者（以下この条において「公的年

金等支払者」という。）から毎年最初に公的年金等の支払を受

ける日の前日までに，施行規則で定めるところにより，次に掲

げる事項を記載した申告書を，当該公的年金等支払者を経由し

て，市長に提出しなければならない。

第36条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の規定により同項

に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地

において同項に規定する公的年金等（所得税法第203条の７の

規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年

金等」という。）の支払を受ける者であって，扶養親族（控除

対象扶養親族を除く。）を有する者（以下この条において「公

的年金等受給者」という。）で市内に住所を有するものは，当

該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の６第１項

に規定する公的年金等の支払者（以下この条において「公的年

金等支払者」という。）から毎年最初に公的年金等の支払を受

ける日の前日までに，施行規則で定めるところにより，次に掲

げる事項を記載した申告書を，当該公的年金等支払者を経由し

て，市長に提出しなければならない。

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

付 則 付 則

（個人の市民税の所得割の非課税の範囲等） （個人の市民税の所得割の非課税の範囲等）

第５条 当分の間，市民税の所得割を課すべき者のうち，その者

の前年の所得について第33条の規定により算定した総所得金

第５条 当分の間，市民税の所得割を課すべき者のうち，その者

の前年の所得について第33条の規定により算定した総所得金
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改 正 後 改 正 前

額，退職所得金額及び山林所得金額の合計額が，35万円にその

者の同一生計配偶者及び扶養親族（年齢16歳未満の者及び控除

対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。）の数に１を

加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額（その者が

同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には，当該金額に32

万円を加算した金額）以下である者に対しては，第23条第１項

の規定にかかわらず，所得割（分離課税に係る所得割を除

く。）を課さない。

額，退職所得金額及び山林所得金額の合計額が，35万円にその

者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に１を加えた数を乗じて

得た金額に10万円を加算した金額（その者が同一生計配偶者又

は扶養親族を有する場合には，当該金額に32万円を加算した金

額）以下である者に対しては，第23条第１項の規定にかかわら

ず，所得割（分離課税に係る所得割を除く。）を課さない。

２・３ （略） ２・３ （略）

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特

例）

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特

例）

第６条 平成30年度から令和９年度までの各年度分の個人の市民

税に限り，法附則第４条の４第３項の規定に該当する場合にお

ける第34条の２の規定による控除については，その者の選択に

より，同条中「同条第１項」とあるのは「同条第１項（第２号

を除く。）」と，「まで」とあるのは「まで並びに法附則第４

条の４第３項の規定により読み替えて適用される法第314条の

２第１項（第２号に係る部分に限る。）」として，同条の規定

を適用することができる。

第６条 平成30年度から令和４年度までの各年度分の個人の市民

税に限り，法附則第４条の４第３項の規定に該当する場合にお

ける第34条の２の規定による控除については，その者の選択に

より，同条中「同条第１項」とあるのは「同条第１項（第２号

を除く。）」と，「まで」とあるのは「まで並びに法附則第４

条の４第３項の規定により読み替えて適用される法第314条の

２第１項（第２号に係る部分に限る。）」として，同条の規定

を適用することができる。

付 則

（施行期日）

第１条 この条例は，令和４年１月１日から施行する。ただし，第24条第２項，第32条第１号，第36条の３の３第１項及び付則第５

条第１項の改正規定並びに次条第２項の規定は，令和６年１月１日から施行する。

（市民税に関する経過措置）
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第２条 この条例による改正後の狛江市税条例（以下この条において「新条例」という。）第34条の７第１項の規定は，所得割の納

税義務者がこの条例の施行の日（以下この条において「施行日」という。）以後に支出する同項に規定する寄附金又は金銭につい

て適用し，所得割の納税義務者が施行日前に支出したこの条例による改正前の狛江市税条例第34条の７第１項に規定する寄附金又

は金銭については，なお従前の例による。

２ 新条例の規定中個人の市民税に関する部分は，令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し，令和５年度分までの個

人の市民税については，なお従前の例による。

提案理由

地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）の施行に伴い，所要の改正を行うため。
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議案第 36 号

狛江市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和３年８月27日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

狛江市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成26年条例第14号）の一部を次のように

改正する。

改 正 後 改 正 前

目次 目次

第４章 雑則（第54条・第55条） 第４章 雑則（第54条）

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意）

第５条 （略） 第５条 （略）

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 特定教育・保育施設は，利用申込者からの申出があった場合

には，前項の規定による文書の交付に代えて，規則で定める電

磁的方法により提供することができる。この場合において，当

該特定教育・保育施設は，当該文書を交付したものとみなす。

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意）

第39条 （略） 第39条 （略）

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿２ 第５条第２項の規定は，前項の規定による文書の交付につい
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改 正 後 改 正 前

＿＿＿＿＿＿ て準用する。

（特定教育・保育施設等との連携） （特定教育・保育施設等との連携）

第43条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を

除く。以下この項から第５項までにおいて同じ。）は，特定地

域型保育が適正かつ確実に実施され，及び必要な教育・保育が

継続的に提供されるよう，次に掲げる事項に係る連携協力を行

う認定こども園，幼稚園又は保育所（以下「連携施設」とい

う。）を適切に確保しなければならない。

第43条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を

除く。以下この項から第５項までにおいて同じ。）は，特定地

域型保育が適正かつ確実に実施され，及び必要な教育・保育が

継続的に提供されるよう，次に掲げる事項に係る連携協力を行

う認定こども園，幼稚園又は保育所（以下「連携施設」とい

う。）を適切に確保しなければならない。

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略）

(３) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供

を受けていた満３歳未満保育認定子ども（事業所内保育事業

を利用する満３歳未満保育認定子どもにあっては，第38条第

２項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下こ

の号及び第４項第１号において同じ。）を当該特定地域型保

育の提供の終了に際して，当該満３歳未満保育認定子どもに

係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき，引き続き当

該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。

(３) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供

を受けていた満３歳未満保育認定子ども（事業所内保育事業

を利用する満３歳未満保育認定子どもにあっては，第38条第

２項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下こ

の号において同じ。）を当該特定地域型保育の提供の終了に

際して，当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給

付認定保護者の希望に基づき，引き続き当該連携施設におい

て受け入れて教育・保育を提供すること。

２～９ （略） ２～９ （略）

（電磁的記録等） ＿＿＿＿＿＿＿＿

第54条 特定教育・保育施設等は，記録，作成，保存その他これ

らに類するもののうち，この条例の規定において書面等（書

面，書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，複本その他文字，

図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載され

た紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）によ

り行うことが規定されているものについては，当該書面等に代

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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改 正 後 改 正 前

えて，当該書面等に係る電磁的記録（電子的方式，磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。以下この条において同じ。）により行うことがで

きる。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿

２ 特定教育・保育施設等は，この条例の規定による書面等の交

付又は提出については，当該書面等が電磁的記録により作成さ

れている場合には，当該書面等の交付又は提出に代えて，第４

項で定めるところにより，教育・保育給付認定保護者の承諾を

得て，当該書面等に記載すべき事項（以下この条において「記

載事項」という。）を電子情報処理組織（特定教育・保育施設

等の使用に係る電子計算機と，教育・保育給付認定保護者の使

用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理

組織をいう。以下この条において同じ。）を使用する方法その

他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの

（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供す

ることができる。この場合において，当該特定教育・保育施設

等は，当該書面等を交付し，又は提出したものとみなす。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(１) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げ

るもの

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿

ア 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・

保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを接続する

電気通信回線を通じて送信し，受信者の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに記録する方法

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じ

て教育・保育給付認定保護者の閲覧に供し，教育・保育給

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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改 正 後 改 正 前

付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該教

育・保育給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録

する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受

けない旨の申出をする場合にあっては，特定教育・保育施

設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその

旨を記録する方法）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(２) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他これらに準ず

る方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる

物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交

付する方法

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿

３ 前項各号に掲げる方法は，教育・保育給付認定保護者がファ

イルへの記録を出力することによる文書を作成することができ

るものでなければならない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４ 特定教育・保育施設等は，第２項の規定により記載事項を提

供しようとするときは，あらかじめ，当該記載事項を提供する

教育・保育給付認定保護者に対し，その用いる次に掲げる電磁

的方法の種類及び内容を示し，文書又は電磁的方法による承諾

を得なければならない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(１) 第２項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等

が使用するもの

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿

(２) ファイルへの記録の方式 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は，当該

教育・保育給付認定保護者から文書又は電磁的方法により，電

磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは，当該

教育・保育給付認定保護者に対し，第２項に規定する記載事項

の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし，当該教

育・保育給付認定保護者が再び前項の規定による承諾をした場

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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改 正 後 改 正 前

合は，この限りでない。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

６ 第２項から前項までの規定は，この条例の規定による書面等

による同意の取得について準用する。この場合において，第２

項中「書面等の交付又は提出」とあり，及び「書面等に記載す

べき事項（以下この条において「記載事項」という。）」とあ

るのは「書面等による同意」と，「第４項」とあるのは「第６

項において準用する第４項」と，「提供する」とあるのは「得

る」と，「書面等を交付し，又は提出した」とあるのは「書面

等による同意を得た」と，「記載事項を」とあるのは「同意に

関する事項を」と，「提供を受ける」とあるのは「同意を行

う」と，「受けない」とあるのは「行わない」と，第４項中

「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と，

「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」

と，同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６項において

準用する第２項各号」と，前項中「提供を受けない」とあるの

は「同意を行わない」と，「第２項に規定する記載事項の提

供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同意の取

得」と読み替えるものとする。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（委任） （委任）

第55条 （略） 第54条 （略）

付 則

この条例は，公布の日から施行する。
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提案理由

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法

施行規則の一部を改正する内閣府令（令和３年内閣府令第53号）の施行に伴い，所要の改正を行うため。
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議案第 37 号

狛江市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和３年８月27日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

狛江市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和49年条例第43号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（災害弔慰金の支給） （災害弔慰金の支給）

第３条 市は，市民が次の各号に掲げる一の災害（以下この章及

び次章において単に「災害」という。）により死亡したとき

は，その者の遺族に対し，災害弔慰金を支給する。

第３条 市は，市民が次の各号に掲げる一の災害（以下この章及

び次章において単に「災害」という。）により死亡したとき

は，その者の遺族に対し，災害弔慰金を支給する。

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略）

(３) 被害が発生した市町村（特別区を含む。）をその区域に

含む都道府県の区域内において生じた災害で災害救助法（昭

和22年法律第118号）第２条第１項の規定による救助が行わ

れた災害（前２号に定める程度以上の災害を除く。）

(３) 被害が発生した市町村（特別区を含む。）をその区域に

含む都道府県の区域内において生じた災害で災害救助法（昭

和22年法律第118号）第２条の規定による救助が行われた災

害（前２号に定める程度以上の災害を除く。）

(４) （略） (４) （略）

（災害援護資金の貸付け，限度額，償還期間） （災害援護資金の貸付け，限度額，償還期間）

第12条 市は，その区域内において生じた災害で災害救助法第２

条第１項による救助が行われる災害及び令第３条に定める災害

第12条 市は，東京都の区域内において生じた災害で災害救助法

による救助が行われる災害及び救助が行われた災害（以下この
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改 正 後 改 正 前

（以下この条において単に「災害」という。）により，次の表

の左欄に掲げる一以上の被害を受けた世帯で令第４条の規定に

より算出した当該世帯に属する者の所得の合計額が令第５条に

規定する額に満たないものの市民である世帯主に対し，その生

活の立直しに資するため，次の表に掲げる当該世帯の被害の種

類及び程度の区分に応じ右欄に掲げる額以内の災害援護資金の

貸付けを行う。

条において単に「災害」という。）により，次の表の左欄に掲

げる一以上の被害を受けた世帯で令第４条の規定により算出し

た当該世帯に属する者の所得の合計額が令第５条に規定する額

に満たないものの市民である世帯主に対し，その生活の立直し

に資するため，次の表に掲げる当該世帯の被害の種類及び程度

の区分に応じ右欄に掲げる額以内の災害援護資金の貸付けを行

う。

２ （略） ２ （略）

（略） （略）

付 則

この条例は，公布の日から施行する。

提案理由

災害対策基本法等の一部を改正する法律（令和３年法律第30号）の施行に伴い，所要の改正を行うため。
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議案第 38 号

狛江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和３年８月27日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

狛江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成13年条例第19号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（建築物の用途の制限） （建築物の用途の制限）

第３条 建築物の用途の制限については，地区整備計画区域に係

る地区整備計画において区分された地区（以下「計画地区」と

いう。）の区分に応じて別表第２，別表第３，別表第４及び別

表第５建築物の用途の制限の項に掲げるところによる。

第３条 前条に規定する区域内においては，地区整備計画区域に

係る地区整備計画において区分された地区（以下「計画地区」

という。）の区分に応じて別表第２，別表第３，別表第４及び

別表第５建築物の用途の制限の項に掲げる建築物は，建築して

はならない。

別表第２（第３条，第４条，第６条－第８条関係） 別表第２（第３条，第４条，第６条－第８条関係）

計画 地区

の区分
住宅地区Ａ 住宅地区Ｂ

計画地区

の区分
住宅地区Ａ 住宅地区Ｂ
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改 正 後 改 正 前

別表第３（第３条－第８条関係） 別表第３（第３条－第８条関係）

建築 物の

用途 の制

限

建築してはならない建築物

１ 法別表第２（い）の項第１号に規定する住

宅のうち，住戸専用部分の床面積が30平方メ

ートル未満の住戸を有するもの

２ 法別表第２（い）の項第３号に規定する共

同住宅のうち，住戸専用部分の床面積が30平

方メートル未満の住戸を有するもの

建築 物の

容積 率の

最高限度

目標容積率は10分の15。ただし，次の算定式に

より得られた数値が10分の15未満の場合は，そ

の数値とする。

Ｖ＝（１－Ｋ）＋８／10

Ｖ：最高限度

Ｋ：建築物の建築面積の敷地面積に対する割合

暫定容積率は10分の８

（略）

建築物の

用途の制

限

１ 法別表第２（い）の項第１号に規定する住

宅のうち，住戸専用部分の床面積が30平方メ

ートル未満の住戸を有するもの

２ 法別表第２（い）の項第３号に規定する共

同住宅のうち，住戸専用部分の床面積が30平

方メートル未満の住戸を有するもの

建築物の

容積率の

最高限度

目標容積率は10分の15。ただし，次の算定式に

より得られた数値が10分の15未満の場合は，そ

の数値とする。

Ｖ＝（１－Ｋ）＋８／10

Ｖ：最高限度

Ｋ：建築物の建築面積の敷地面積に対する割合

暫定容積率は10分の８

（略）

計画

地区

の区

分

住宅再生Ａ地区
住宅再生

促進地区

住宅公益

複合地区

公 共 公 益

地区

計画地区の

区分

住宅再生促進

地区

住宅公益複合

地区
公共公益地区

建築物の用

途の制限

１ 一戸建ての住宅

２ 一戸建ての住宅で事務所，店舗その他これ
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改 正 後 改 正 前

建築

物の

用途

の制

限

１ 建築するこ

とができる建

築物（多摩川

住宅地区地区

計画方針附図

に表示するに

ぎわい軸に面

する建築物の

１階部分にお

いて，法第48

条第３項の規

定以外に建築

することがで

きる建築物を

いう。）

店舗，飲食

店その他これ

らに類する用

途に供するも

ので，その用

途に供する部

分の床面積の

合計が1,500平

方メートル以

内のもの

２ 建築しては

建築してはならない建築物

１ 一戸建ての住宅

２ 一戸建ての住宅で事務所，店

舗その他これらに類する用途を

兼ねるもの

３ 長屋，寄宿舎又は下宿

４ 神社，寺院，教会その他これ

らに類するもの

５ 公衆浴場

６ 自動車車庫（建築物に附属す

るものを除く。）

らに類する用途を兼ねるもの

３ 長屋，寄宿舎又は下宿

４ 神社，寺院，教会その他これらに類するも

の

５ 公衆浴場

６ 自動車車庫（建築物に附属するものを除

く。）

建築物の容

積率の最高

限度

10分の６ 10分の11 10分の10

建築物の建

蔽率の最高

限度

10分の2.6 10分の3.5 10分の５

建築物の敷

地面積の最

低限度

－ 1,000平方メートル

壁面の位置

の制限
－

多摩川住宅地

区地区計画図

３に表示する

４号壁面の位

置の制限は，

多摩川住宅地

区地区計画図

３に表示する

３号壁面の位

置の制限は，
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改 正 後 改 正 前

ならない建築

物

(１ ) 一戸建

ての住宅

(２ ) 一戸建

ての住宅で

事務所，店

舗その他こ

れらに類す

る用途を兼

ねるもの

(３ ) 長屋，

寄宿舎又は

下宿

(４ ) 神社，

寺院，教会

その他これ

らに類する

もの

(５ ) 公衆浴

場

(６ ) 自動車

車庫（建築

物に附属す

るものを除

く。）

道路境界線か

ら４メートル

以上

道路境界線か

ら５メートル

以上

建築物の高

さの最高限

度

－

20メートル以

下かつ地上の

階数６階以下

建築物の高さ

は，次のいず

れか低い方の

高さとする。

１ 25メート

ル以下かつ

地上の階数

８階以下

２ 多摩川住

宅地区地区

計画図２に

表示する区

画道路１号

に面する敷

地は，建築

物の各部分

から区画道

路１号の反

対側の境界

線までの真

北方向の水
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改 正 後 改 正 前

(７ ) 多摩川

住宅地区地

区計画方針

附図に表示

するにぎわ

い軸に面す

る建築物の

１階を居住

の用に供す

るもの。た

だし，次に

掲げるもの

は，この限

りでない。

ア 管理事

務 室 ， 集

会所等

イ 居住の

用に供す

る玄関，

階段等

建築

物の

容積

率の

最高

10分の16。ただ

し，良好な居住

面積水準（70平

方メートル）を

満たす住戸を各

10分の６ 10分の11 10分の10

平 距 離 の

0.6倍 に５

メートルを

加えたもの

以下
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改 正 後 改 正 前

限度 街区ごとに整備

する戸数の２分

の１以上設ける

ものとし，次の

いずれかに該当

すると市長が認

める場合は，10

分の17とする。

１ ＣＡＳＢＥ

Ｅ（建築環境

総合性能評価

システム）の

建築（新築）

Ａランク以上

の認証を受け

たもの

２ 都市の低炭

素化の促進に

関 す る 法 律

（平成24年法

律第84号）第

54条第１項に

規定する認定

を受けたもの

建築

物の

10分の４。ただ

し，緑地，地区

10 分 の

2.6

10 分 の

3.5
10分の５
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改 正 後 改 正 前

建蔽

率の

最高

限度

公園及び地区広

場を建築敷地面

積の100分の16以

上設置している

と市長が認める

場合は，100分の

41とする。

建築

物の

敷地

面積

の最

低限

度

5,000平方メート

ル
－ 1,000平方メートル

壁面

の位

置の

制限

１ 多摩川住宅

地区地区計画

図 ３ （ 以 下

「多摩川計画

図 ３ 」 と い

う。）に表示

する１号壁面

の位置は，道

路境界線から

７メートル以

上

－

多摩川計

画図３に

表示する

４号壁面

の 位 置

は，道路

境界線か

ら４メー

トル以上

多 摩 川 計

画 図 ３ に

表 示 す る

３ 号 壁 面

の 位 置

は ， 道 路

境 界 線 か

ら ５ メ ー

トル以上
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改 正 後 改 正 前

２ 多摩川計画

図３に表示す

る３号壁面の

位置は，道路

境界線から５

メートル以上

３ 多摩川計画

図３に表示す

る５号壁面の

位置は，地区

施設境界線か

ら２メートル

以上

建築

物の

高さ

の最

高限

度

１ 建築物の高

さは，次のい

ずれか低い方

の 高 さ と す

る。

(１ ) 25メー

トル以下か

つ地上の階

数８階以下

(２ ) 多摩川

住宅地区地

区計画図２

に表示する

－

20メート

ル以下か

つ地上の

階数６階

以下

建 築 物 の

高 さ は ，

次 の い ず

れ か 低 い

方 の 高 さ

とする。

１ 25 メ

ー ト ル

以 下 か

つ 地 上

の 階 数

８ 階 以

下
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改 正 後 改 正 前

区画道路１

号に面する

敷地につい

ては，建築

物の各部分

から区画道

路１号の反

対側の境界

線までの真

北方向の水

平 距 離 の

0.6 倍 に５

メートルを

加えたもの

以下

(３ ) 調布都

市計画道路

３・４・４

号線北側水

路の北側境

界線からの

距離が20メ

ートルを超

え40メート

ル以下の区

域は，20メ

２ 多 摩

川住宅

地区地

区計画

図２に

表示す

る区画

道路１

号に面

する敷

地は，

建築物

の各部

分から

区画道

路１号

の反対

側の境

界線ま

での真

北方向

の水平

距離の

0.6 倍

に５メ

ートル
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改 正 後 改 正 前

備考 次の（イ）の項に掲げる緩和要件のいずれかを満たす場合

において，建築物の高さの最高限度は，（ロ）の項に定めると

ころによる。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿

ートル以下

かつ地上の

階数６階以

下

２ 前項の規定

に か か わ ら

ず，備考の表

（イ）の項に

示す要件のい

ずれかに適合

するものは，

上記１(１)に

規定する高さ

は同表（ロ）

の項に掲げる

高さとする。

を加え

たもの

以下

計画地区

の区分
住宅再生Ａ地区
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改 正 後 改 正 前

（

イ

）

緩

和

要

件

１ 東京都マンション環境性能表示基準（平成17

年東京都告示第846号）の項目全てを星印３つ

とすること。

２ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律

（平成20年法律第87号）第６条第１項に規定

する認定を受けること。

３ 上記１及び２と同等の良質な住宅ストック

の形成に値すると認められる基準を満たすこ

と。

（

ロ

）

緩

和

内

容

（

道

路

幅

員

と

壁

面

の

位

置

の

道路

幅員

壁 面

の 位

置 の

制限

高さの最高限度

25メート

ル以下か

つ地上の

階数８階

以下

31メート

ル以下

37.5 メ

ー ト ル

以下

16 メ

ー ト

ル

７ メ

ー ト

ル

道路境界

から７メ

ートル以

上 15メー

トル未満

道路境界

から 15メ

ートル以

上 23メー

トル未満

道 路 境

界 か ら

23 メ ー

ト ル 以

上

16 メ

ー ト

ル

５ メ

ー ト

ル

道路境界

から５メ

ートル以

道路境界

から 12メ

ートル以

道 路 境

界 か ら

19 メ ー
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改 正 後 改 正 前

別表第４（第３条，第６条－第８条関係） 別表第４（第３条，第６条－第８条関係）

制

限

に

よ

る

高

さ

の

最

高

限

度

の

範

囲

）

上 12メー

トル未満

上 19メー

トル未満

ト ル 以

上

12 メ

ー ト

ル

５ メ

ー ト

ル

道路境界

から５メ

ートル以

上 11メー

トル未満

道路境界

から 11メ

ートル以

上 17メー

トル未満

道 路 境

界 か ら

17 メ ー

ト ル 以

上

11 メ

ー ト

ル

５ メ

ー ト

ル

道路境界

から５メ

ートル以

上 10メー

トル未満

道路境界

から 10メ

ートル以

上 16メー

トル未満

道 路 境

界 か ら

16 メ ー

ト ル 以

上

10 メ

ー ト

ル

５ メ

ー ト

ル

道路境界

から５メ

ートル以

上 10メー

トル未満

道路境界

から 10メ

ートル以

上 16メー

トル未満

道 路 境

界 か ら

16 メ ー

ト ル 以

上

計

画

地

区

の

地域交流

地区

幹線道路

沿道地区

中高層住

宅地区Ⅰ

中高層住

宅地区Ⅱ

低層住

宅地区

計

画

地

区

の

地域交流

地区

幹線道路

沿道地区

中高層住

宅地区Ⅰ

中高層住

宅地区Ⅱ

低層住

宅地区
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改 正 後 改 正 前

区

分

建

築

物

の

用

途

の

制

限

建築して

はならな

い建築物

１ 工場

２ 倉庫

業を営

む倉庫

３ マー

ジャン

屋，ぱ

ちんこ

屋，射

的場，

勝馬投

票券発

売所，

場外車

券売場

その他

これら

に類す

るもの

建築して

はならな

い建築物

１ 工場

２ トラ

ンクル

ーム

３ ホテ

ル又は

旅館

４ 自動

車教習

所

５ 畜舎

（15平

方メー

トルを

超える

もの）

６ 墓地,

埋葬等

に関す

る法律

（昭和

－ －

区

分

建

築

物

の

用

途

の

制

限

１ 工場

２ 倉庫

業を営

む倉庫

３ マー

ジャン

屋，ぱ

ちんこ

屋，射

的場，

勝馬投

票券発

売所，

場外車

券売場

その他

これら

に類す

るもの

１ 工場

２ トラ

ンクル

ーム

３ ホテ

ル又は

旅館

４ 自動

車教習

所

５ 畜舎

（15平

方メー

トルを

超える

もの）

６ 墓地,

埋葬等

に関す

る法律

（昭和

23年法

律第48

号）第

－ －
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改 正 後 改 正 前

別表第５（第３条，第６条，第８条関係） 別表第５（第３条，第６条，第８条関係）

23年法

律第48

号）第

２条第

６項に

規定す

る納骨

堂の用

に供す

るもの

建

築

物

の

敷

地

面

積

の

最

低

限

度

－

70平方メ

ートル

１ 一戸建ての住宅

又は二戸長屋は，

100平方メートル

２ 前項以外の建築

物は，3,000平方メ

ートル

－

（略）

２条第

６項に

規定す

る納骨

堂の用

に供す

るもの

建

築

物

の

敷

地

面

積

の

最

低

限

度

－

70平方メ

ートル

１ 一戸建ての住宅

又は二戸長屋は，

100平方メートル

２ 前項以外の建築

物は，3,000平方メ

ートル

－

（略）
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改 正 後 改 正 前

計画 地区

の区分
幹線道路沿道地区Ⅰ 幹線道路沿道地区Ⅱ

建築 物の

用途 の制

限

建築してはならない建

築物

１ 工場（自動車修理

工場を除く。）

２ 倉庫業を営む倉庫

３ マージャン屋，ぱ

ちんこ屋，射的場，

勝馬投票券発売所，

場外車券売場その他

これらに類するもの

建築してはならない

建

築物

１ 工場（自動車修

理工場を除く。）

２ トランクルーム

３ ホテル又は旅館

４ 自動車教習所

５ 畜舎（15平方メ

ートルを超えるも

の）

６ 墓地，埋葬等に

関する法律第２条

第６項に規定する

納骨堂の用に供す

るもの

建築 物の

敷地 面積

の最 低限

度

－

70平方メートル

（略）

計画地区

の区分
幹線道路沿道地区Ⅰ 幹線道路沿道地区Ⅱ

建築物の

用途の制

限

１ 工場（自動車修理

工場を除く。）

２ 倉庫業を営む倉庫

３ マージャン屋，ぱ

ちんこ屋，射的場，

勝馬投票券発売所，

場外車券売場その他

これらに類するもの

１ 工場（自動車修

理工場を除く。）

２ トランクルーム

３ ホテル又は旅館

４ 自動車教習所

５ 畜舎（15平方メ

ートルを超えるも

の）

６ 墓地，埋葬等に

関する法律第２条

第６項に規定する

納骨堂の用に供す

るもの

建築物の

敷地面積

の最低限

度

－

70平方メートル

（略）

付 則
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この条例は，公布の日から施行する。

提案理由

調布都市計画多摩川住宅地区地区計画の変更に伴い，所要の改正を行うため。
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議案第 39 号

道路の認定について

道路の認定につき，下記道路調書のとおり議会の議決を求める。

記

道路調書

令和３年８月27日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

道路法（昭和27年法律第180号）第８条第２項の規定により，議会の議決を求めるため。

路 線 番 号 起 点 終 点
幅 員

（ｍ）

延 長

（ｍ）

面 積

（㎡）

市道

第 887 号線

和泉本町三丁目

1136-９番地

和泉本町三丁目

1144-１番地
5.00 134.52 745.03
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認定第 １ 号

令和２年度狛江市一般会計決算の認定について

上記の議案を別冊のとおり提出する。

令和３年８月27日

報告者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定による。
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認定第 ２ 号

令和２年度狛江市国民健康保険特別会計決算の認定について

上記の議案を別冊のとおり提出する。

令和３年８月27日

報告者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定による。

-46-



認定第 ３ 号

令和２年度狛江市後期高齢者医療特別会計決算の認定について

上記の議案を別冊のとおり提出する。

令和３年８月27日

報告者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定による。
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認定第 ４ 号

令和２年度狛江市介護保険特別会計決算の認定について

上記の議案を別冊のとおり提出する。

令和３年８月27日

報告者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定による。
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認定第 ５ 号

令和２年度狛江市駐車場事業特別会計決算の認定について

上記の議案を別冊のとおり提出する。

令和３年８月27日

報告者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定による。
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認定第 ６ 号

令和２年度狛江市下水道事業会計決算の認定について

上記の議案を別冊のとおり提出する。

令和３年８月27日

報告者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第４項の規定による。

-50-


